
 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

 

令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 

 

令和３年 月 日２福保高施第２３６４号 

 

 

１及び２ （現行のとおり） 

 

３ 交付の対象施設 

この補助金の交付の対象となる施設は、当該年度の１月１日までに法人が

設置する定員３０人以上の特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設）で

あって、都内に所在する施設（以下「交付対象施設」という。）とする。た

だし、地方公共団体が国庫補助金若しくは国庫負担金又は東京都の補助金を

受けて整備した特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設）は除く。 

また、従来型施設とユニット型施設が同一建物内にあり経営資源を共有し

ている場合は、実態として一体として使用されているものとみなし、両定員

を合算した１施設として扱う。 

なお、次の各号のいずれかに該当する交付対象施設については、原則とし

て、この補助金の一部又は全部を交付しないものとする。 

 

 

令和２年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 

 

令和２年３月１５日３１福保高施第２５２５号 

 

 

１及び２ （略） 

 

３ 交付の対象施設 

この補助金の交付の対象となる施設は、当該年度の１月１日までに法人が

設置する定員３０人以上の特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設）で

あって、都内に所在する施設（以下「交付対象施設」という。）とする。た

だし、地方公共団体が国庫補助金若しくは国庫負担金又は東京都の補助金を

受けて整備した特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設）は除く。 

また、従来型施設とユニット型施設が同一建物内にあり経営資源を共有し

ている場合は、実態として一体として使用されているものとみなし、両定員

を合算した１施設として扱う。 

なお、次の各号のいずれかに該当する交付対象施設については、原則とし

て、この補助金の一部又は全部を交付しないものとする。 

 

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

 

（１）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）又はこれらの法律

に基づく命令の規定に違反したもの 

（２）老人福祉法、介護保険法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の

規定に違反した社会福祉法人が設置するもの 

（３）老人福祉法及び社会福祉法の規定に基づき東京都知事（以下「知事」と

いう。）が実施する指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以

下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改

善の見込みがないもの 

（４）社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共

団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導に

もかかわらず、改善しない社会福祉法人又は改善の見込みがない社会福祉

法人が設置するもの 

（５）別表に定める「サービス評価・改善計画加算」の実施について、令和３

年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金の減額に関する事務処理要

綱に定める減額事由に該当したもの 

 

４から８まで （現行のとおり） 

 

（１）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）又はこれらの法律

に基づく命令の規定に違反したもの 

（２）老人福祉法、介護保険法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の

規定に違反した社会福祉法人が設置するもの 

（３）老人福祉法及び社会福祉法の規定に基づき東京都知事（以下「知事」と

いう。）が実施する指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以

下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改

善の見込みがないもの 

（４）社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共

団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導に

もかかわらず、改善しない社会福祉法人又は改善の見込みがない社会福祉

法人が設置するもの 

（５）別表に定める「サービス評価・改善計画加算」の実施について、令和２

年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金の減額に関する事務処理要

綱に定める減額事由に該当したもの 

 

４から８まで （略） 

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

９ 補助金の交付方法 

  この補助金は、８で決定した額を２回に分けて概算で交付する。各回の交

付割合は次に掲げる表１によることとする。ただし、努力・実績加算につい

ては、表２によることとし、千円未満の端数が生じた場合は、第２回で調整

することとする。 

  なお、変更交付決定により差額が生じた場合は、第２回の交付で調整する。 

 

 

１０から１２まで （現行どおり） 

 

１３ 財務情報等の公表 

法人は、施設運営に係る基本的な財務状況、利用状況及び職員状況を、財

務情報等の公表様式（別記第５号様式）により令和４年７月１日までに作成

し、施設内に掲示するとともに、利用者へ配布する等により、その内容を周

知しなければならない。 

 

１４ （現行のとおり） 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

 
 

９ 補助金の交付方法 

  この補助金は、８で決定した額を２回に分けて概算で交付する。各回の交

付割合は次に掲げる表１によることとする。ただし、努力・実績加算につい

ては、表２によることとし、千円未満の端数が生じた場合は、第２回で調整

することとする。 

  なお、変更交付決定により差額が生じた場合は、その後の交付割合に応じ 

て対応する。 

 

１０から１２まで （略） 

 

１３ 財務情報等の公表 

法人は、施設運営に係る基本的な財務状況、利用状況及び職員状況を、財

務情報等の公表様式（別記第５号様式）により令和３年７月１日までに作成

し、施設内に掲示するとともに、利用者へ配布する等により、その内容を周

知しなければならない。 

 

１４ （略） 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 
 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 
付表１及び付表２ （現行のとおり） 

 

付表１及び付表２ （略） 

 
 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

別紙 
（令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱１１関係） 
 

交付対象施設の運営上の留意事項 

 

 社会福祉法人は、交付対象施設の運営等に当たっては、次の各項に留意し、

遵守するものとする。 

 

１ 適正な運営の確保 

 (1) 交付対象施設の運営等に当たっては、法令等の規定に従うことはもとよ

り、行政指導にも基づき、利用者の要望に応える安心と信頼あるサービス

の提供を行うこと。 

 (2)  利用者の要望に的確に応えるため、サービスの自己評価の実施や、苦情

やトラブルに対する仕組みを構築するとともに、これらの積極的な情報公

開を行うこと。 

また、福祉サービス第三者評価を原則として受審すること。 

  (3)  交付対象施設については、介護保険制度のもと、早急に、社会福祉法人

の独自性ある施設経営全般の改革を行い、より効率的かつ安定的な自立経

営に取り組むこと。 

別紙 
（令和２年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱１１関係） 
 

交付対象施設の運営上の留意事項 

 

 社会福祉法人は、交付対象施設の運営等に当たっては、次の各項に留意し、遵

守するものとする。 

 

１ 適正な運営の確保 

 (1) 交付対象施設の運営等に当たっては、法令等の規定に従うことはもとよ

り、行政指導にも基づき、利用者の要望に応える安心と信頼あるサービス

の提供を行うこと。 

 (2)  利用者の要望に的確に応えるため、サービスの自己評価の実施や、苦情

やトラブルに対する仕組みを構築するとともに、これらの積極的な情報公

開を行うこと。 

また、福祉サービス第三者評価を原則として受審すること。 

  (3)  交付対象施設については、介護保険制度のもと、早急に、社会福祉法人

の独自性ある施設経営全般の改革を行い、より効率的かつ安定的な自立経

営に取り組むこと。 

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  
(4)  施設の経営責任を明確にし、社会福祉法人の性質に見合った役員報酬、

給与とするなど、適切な資金運用を行うこと。 

 
２ 職員の配置 

  交付対象施設は、平成２４年東京都条例第４０号「東京都特別養護老人ホ

ームの設備及び運営の基準に関する条例」（以下「基準条例第４０号」とい

う。）及び平成２４年東京都条例第４１号「東京都指定介護老人福祉施設の

人員、設備及び運営の基準に関する条例」（以下「基準条例第４１号」とい

う。）がその運営の基本となる。このうち、基準条例第４０号においては第

４条第１項を、基準条例第４１号においては第４条の基準を、従来の補助制

度等の経緯も踏まえ特に遵守しなければならない。また、併せて平成１２年

厚生省告示第２９号「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関

する基準」についても同様とする。 

 

  
(4)  施設の経営責任を明確にし、社会福祉法人の性質に見合った役員報酬、

給与とするなど、適切な資金運用を行うこと。 

 
２ 職員の配置 

  交付対象施設は、平成２４年東京都条例第４０号「東京都特別養護老人ホー

ムの設備及び運営の基準に関する条例」（以下「基準条例第４０号」という。）

及び平成２４年東京都条例第４１号「東京都指定介護老人福祉施設の人員、設

備及び運営の基準に関する条例」（以下「基準条例第４１号」という。）がそ

の運営の基本となる。このうち、基準条例第４０号においては第４条第１項を、

基準条例第４１号においては第４条の基準を、従来の補助制度等の経緯も踏ま

え特に遵守しなければならない。また、併せて平成１２年厚生省告示第２９号

「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」についても

同様とする。 

 

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

   
 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  
 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  



 
 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

 
 



 
 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 



 
令和３年度東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金交付要綱 新旧対照表 

 
令和３年度（改正後） 令和２年度（改正前） 

  

 


